
☐

☑
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☐

☐

☐

☑

☑

＜パートナーシップ＞

☐

☑

☐

☑

☐

☐

☐

☑

☑

三側面
（分野に☑）

月に１度遺言書の書き方勉強会を主催し、毎回１０名程度
の参加者に対し円満円滑な相続の重要性を伝えている。
また、熊本市内各域の公民館、あるいは宇土市・合志市に
おいて定期的に出張無料相談会を開催し、身近に相続の
相談先がない利用者の相談に応じている。

事務所主催のセミナーを年間１５回開催
（遺言書書き方勉強会１２回、相続セミ
ナー３回）。他業種と連携した出張無料
相談会を年間９回開催

三側面
前期のSDGsに関する重点的な取組み 前期の指標

（分野に☑）

三側面
前期のSDGsに関する重点的な取組み 前期の指標

R4.11～R5.8の電気使用量・・・
７１５７ｋｗｈ
R5.11～R6.8の電気使用量・・・
６７９０ｋｗｈ（前年比９４.8%）

相続登記未了土地の防止・解消に向けたセミナー＆相談
会の開催により不動産流通の活性化や空家問題の未然防
止に寄与し、また、遺言書勉強会や相続セミナーの開催等
により円満円滑な相続の実現を促進する。

事務所主催のセミナー＆相談会を年間
２４回開催
他業種と連携したセミナー＆相談会の
開催経済

取組みの進捗状況（実施状況や指標の達成状況など）

年２回の顧客への新聞送付
メルマガの登録・送付

マーケティング委員会、あるいは企画・営業部門を中心に
情報発信に積極的に取り組んだ結果、目標を達成するこ
とができた。

前期の指標に対する実績

（分野に☑）

現在の電力使用量を毎月記録し所員全
員が把握し、３年後には５％削減

前期の指標に対する実績

エネルギーの消費量の把握、削減。

取組みの進捗状況（実施状況や指標の達成状況など）

マネジメント委員会を中心に電力使用量の把握・周知を
行った結果、使用量の微減につながっている。

地域包括支援センターや自治会主催のセミナー（相続・遺言・生前対策等）を開催。
相続後の手続（相続税申告や遺品整理）について、税理士や専門業者を紹介。

＜SDGsに関する重点的な取組み及び指標に係るこれまでの進捗状況＞

環境

社会

社会

経済

環境

環境

社会

経済

2023年度に2度の新聞送付
（1度あたりおよそ2500件の送付）
メルマガについては、月に1度の配信

前期のSDGsに関する重点的な取組み

取組みの進捗状況（実施状況や指標の達成状況など）

前期の指標

前期の指標に対する実績

既存顧客に対し、民法(特に相続法)や会社法に関する関
連情報や最新情報の発信。

社会

経済

環境 相続登記未了土地の防止・解消に向けたセミナー＆相談
会の開催による不動産流通の活性化や空家問題の未然
防止への寄与。および遺言書勉強会や相続セミナーの開
催等による円満円滑な相続の実現促進。

事務所主催のセミナー＆相談会を年間
２４回開催、他業種と連携したセミナー
＆相談会の開催
２０２３年度実施→２０２６年度継続実施

社会

経済

・「SDGsに関する重点的な取組み」には環境・社会・経済の三側面の全てについて、重点的な取組みを記載してください。なお、取組みが複数の分野に該当
する場合は、それぞれの分野にチェックを入れてください。
・「指標（更新時に向けた数値目標）」には、それぞれの取組みに対する「目指す姿」の実現を念頭に、それを評価するための指標と、現状の数値および更新時
（3年後）の数値目標を記載してください。（例：採用の人数：2023年○人→2026年○人）更新時には実績を報告する必要があります。

・「パートナーシップ」には、企業やNPO法人、行政など関係機関との連携を記載してください。

・「三側面」、「前期のSDGsに関する重点的な取組み」と「前期の指標」には、前回登録申請した際に記載した「三側面」、「SDGsに関する重点的な取組み」と
「指標」をそのまま転記してください。
・「取組みの進捗状況」には、取組みの実施状況や指標の達成状況を記載してください。指標が未達成の場合は、その理由等も記載してください。
・「前期の指標に対する実績」には、「前期の指標（数値目標）」に対する実績を数値を用いて記載してください。

更新

三側面
SDGsに関する重点的な取組み

指標
（更新時に向けた数値目標）（分野に☑）

環境

既存顧客に対し、民法(特に相続法)や会社法に関する関
連情報や最新情報の発信。

年２回の顧客への新聞送付
メルマガの登録・送付
２０２３年度実施→２０２６年度継続実施

社会

経済

環境

現在の電力使用量を毎月記録し所員全員が把握し、エネ
ルギーの消費量の把握、削減に取り組む。

現在の電力使用量を毎月記録し所員全
員が把握し、３年後には５％削減
２０２３年度　６７９０ｋｗｈ
→２０２６年度　６４５０ｋｗｈ（5％削減）

事業者名 司法書士法人小屋松事務所

＜2030年のSDGs達成に向けた経営方針と目指す姿＞

全従業員の物心両面の豊かさを実現すると共に、法律実務家として法的サービスの提供を通してお客様に「納
得、満足、安心」という価値を提供します。地域に暮らす人たちに「安心」をもたらすことで、熊本の明るい未来づ
くりに貢献します。当事務所を必要としてくれる多くのお客様の期待に応えつつ、会社を維持、発展させること
で、雇用の受け皿となり、適正利益を上げて納税することで、熊本の地域経済に貢献します。

＜SDGsに関する重点的な取組み及び指標＞


